
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡
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住宅 中規模以上の一般住宅が
建ち並ぶ閑静な住宅地域

田園調布780 m

特にない 基準方位北、　　
５．４ｍ区道

田園調布駅西方780 m

新型コロナウイルス感染症の影響は落ち着いており、都心に比較的近
い大田区内の土地需要は安定的である。

知名度の高い高級住宅地域であるが、町内人口・世帯数は停滞してお
り、地価は微上昇に留まっている。

個別的要因に変動はない。

規模の比較的大きい一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域である。空地や空家の増加が懸念されるものの、当面は
現状のまま推移するものと予測した。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は、自己利用目的の住宅用地又は住宅敷地の規範性の認められる取引事例を中心に求めており、信頼性が高い
と判断される。また、対象基準地は画地規模の比較的大きい優良住宅地域に存しており、賃貸に供されているケースは
少ないことから、収益価格は低位に求められた。よって、比準価格を標準とし、収益価格は参考に、代表標準地との検
討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、田園調布地区を中心とした優良住宅地域である。田園調布は全国的にも知名度の高い高級住宅地であり
、需要者は会社役員や個人資産家等の富裕層が中心である。新型コロナウイルス感染症の影響は落ち着いており規模の
大きい土地の取引も見られるが、都心選好性の高まりや地区計画（最低敷地面積等）によって需要者が限定されること
から、地価は微上昇に留まっている。画地規模によるものの、中心となる価格帯は総額１～２億円程度である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

大田(都) － 5

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 5

令和 5 7 1

令和 5 7 5

大田(都)　 － 5 東京都 区部第６ 不動産鑑定士 髙木　一博

株式会社二十一鑑定

令和 5 6 30

令和 5 7 3

大田区田園調布四丁目２７番１
「田園調布４－２７－８」
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